
□　指定自立訓練（生活訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

□ 指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所
（以下「指定通所介護事業所等」という。）の従業者の員
数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護
等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数と共生型自
立訓練（生活訓練）の利用者の数との合計数であるとした
場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされ
る数以上であること。

管理者

□
□

□
□
□
□
□

資格要件
　社会福祉法第19条第１項各号のいずれか（社会福祉主事
　任用資格）に該当する者。
　社会福祉事業に２年以上従事した者。
　これらと同等以上の能力を有すると認められる者。
事業所ごとに配置すること。
専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、共生型自立訓練（生活訓練）事業所の管理上支障
がない場合は、当該共生型自立訓練（生活訓練）事業所の
他の職務に従事し、又は当該共生型自立訓練（生活訓練）
事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができ
る。

人
員
基
準

従業者

設
備
基
準

□　指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の床面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型
　自立訓練 （生活訓練）の利用者の数の合計数で除して得た面積が３㎡以上であること。

そ
の
他

基 本 方 針

自立訓練（生活訓練）に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が自立した日常生活又は社会
生活を営むことができるよう、２年間（長期間入院していたその他これに類する事由のある障がい者
にあっては、３年間）にわたり生活能力の維持、向上等のための必要な支援、訓練その他の便宜を適
切かつ効果的に行うものでなければならない。

共生型自立訓練（生活訓練）を行う
指 定 通 所 介 護 事 業 者 等 の 基 準

共生型自立訓練（生活訓練）



そ
の
他

□　指定自立訓練（生活訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

管理者

□
□

□
□
□
□
□

資格要件
　社会福祉法第19条第１項各号のいずれか（社会福祉主事
　任用資格）に該当する者。
　社会福祉事業に２年以上従事した者。
　これらと同等以上の能力を有すると認められる者。
事業所ごとに配置すること。
専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、共生型自立訓練（生活訓練）事業所の管理上支障
がない場合は、当該共生型自立訓練（生活訓練）事業所の
他の職務に従事し、又は当該共生型自立訓練（生活訓練）
事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができ
る。

設
備
基
準

□　指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有する
　　 こと。

定
員

□　指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を29人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事
 　　業所等にあっては、18人）以下とすること。

□　指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用
     定員を登録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等に
     あっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所
     等にあっては、12人）までの範囲内とすること。

共生型自立訓練（生活訓練）を行う指定
小規模多機能型居宅介護事業者等の基準

従業者

□ 指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機
能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅
介護事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所
等」という。）の従業者の員数が、当該指定小規模多機能
型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数
を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを
受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合に
おける指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営
に関する基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型
介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定
地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果
的な支援の方法に関する基準第44条に規定する基準を満た
していること。人

員
基
準

登録定員 利用定員

26人又は27人 16人

28人 17人

29人 18人
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事業者名称 ：

代表者名称 ：

上記について、確認しました。

消防法担当部署との協議記録
協議日時【　　　　年　　　　月　　　　日】
担当部署【　　　　　　　　　　　】　　　担当者名【　　　　　　　　】

そ の 他

他法令の順守

担当部署【　　　　　　　　　　　】　　　担当者名【　　　　　　　　】
協議内容
　○必要手続の有無　　　　有　・　無（いずれかに○）
　○その他指導事項等（下記に記載）

協議日時【　　　　年　　　　月　　　　日】
担当部署【　　　　　　　　　　　】　　　担当者名【　　　　　　　　】
協議内容
　○当該建築物が市街化調整区域に立地するか　区域内・区域外（いずれかに○）
　○必要手続の有無　　　　有　・　無（いずれかに○）
　○その他指導事項等（下記に記載）

協議内容
　○スプリンクラー設置義務の有無　　　　有　・　無（いずれかに○）
　○必要手続の有無　　　　有　・　無（いずれかに○）
　○その他指導事項等（下記に記載）

建築基準法担当部署との協議記録
協議日時【　　　　年　　　　月　　　　日】

上記担当部署との協議に使用した図面等は、申請内容と同一であること。
上記担当部署との協議内容について必要手続及び検査を完了していること。

その他関係法令担当部署との協議記録
協議日時【　　　　年　　　　月　　　　日】
担当部署【　　　　　　　　　　　】　　　担当者名【　　　　　　　　】
協議内容
　○必要手続の有無　　　　有　・　無（いずれかに○）
　○その他指導事項等（下記に記載）

都市計画法（開発許可）担当部署との協議記録


